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３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第５期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２. 第５期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）
計算書類報告の件

第５回定時株主総会継続会開催のご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第５回定時株主総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）
を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本継続会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供
措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウ
ェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、
ご確認くださいますようお願い申し上げます。
　なお、本継続会は2023年６月26日開催の第５回定時株主総会の一部になりま
すので、本継続会にご出席いただける株主様は、第５回定時株主総会において議
決権を行使できる株主様と同一となります。

　（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより
「ＩＲ情報」「IRライブラリー」「株主総会関連資料」を
順に選択いただき、ご確認ください。）

敬　具
記

以　上
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・当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りするの出席票
を会場受付にご提出ください。なお、株主でない代理人および同伴の方など、
出席票をお持ちの株主以外の方はご入場いただけませんので、ご注意くださ
い。

・本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告｢新株予約権等の状
況｣、連結計算書類「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」および計算
書類「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令および定
款第19条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付す
する書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面は監
査報告および会計監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査
をした対象の一部であります。

・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置をとっている各
ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたしま
す。
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本継続会開催の経緯

　当社は、2023年５月22日付「調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のと
おり、当社連結子会社である株式会社サムシングの経理担当マネージャーであっ
た元従業員による不正行為が発覚したため、外部の弁護士を含む調査委員会を設
置し調査を行ってまいりました。
　また、2023年６月16日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載の
とおり、外部機関より当社および当社連結子会社のITbookテクノロジー株式会
社（以下、「ITbookテクノロジー」といいます。）において、2021年３月期お
よび2022年３月期の会計処理において、一部に疑義（以下、「本疑義」といい
ます。）があるとの指摘を受け、外部の有識者で構成される特別調査委員会を設
置し、本疑義の調査および本疑義に類似する事案の存否等の調査(以下、「件外
調査」といいます。)を行ってまいりました。

　このため、決算関連手続きの完了に時間を要する状況となり、2023年６月26
日に開催した第５回定時株主総会において、報告事項「第５期（2022年４月１
日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監
査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第５期（2022年４月１日か
ら2023年３月31日まで）計算書類報告の件」（以下併せて「第５期決算報告」
といいます。）について、本継続会を開催し、本継続会でご報告することについ
て、株主様からのご承認をいただきました。

　調査委員および特別調査委員会の調査結果につきましては、2023年６月27日
付「調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」および2023年８月31日
付「特別調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にてそれぞれ開示し
ておりますとおりです。
　なお、特別調査委員会による件外調査により、ITbookテクノロジーおよび連
結子会社のＩＴｂｏｏｋ株式会社において、売上やソフトウェア等の過大計上な
ど、類似事案として７件の言及がされております。
　調査委員会および特別調査委員会の調査結果を受け、当社は、2023年８月31
日付「第５期（2023年３月期）有価証券報告書の提出および過年度の有価証券
報告書等の訂正報告書の提出ならびに過年度決算短信等の訂正に関するお知ら
せ」にて開示しておりますとおり、過年度の決算訂正を行うとともに第５期有価
証券報告書を提出し、第５期の一連の決算手続きが完了いたしました。
　ついては、本継続会を開催し、第５期決算報告を行うため、本継続会をご通知
させていただくこととなりました。

　株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申
し上げます。
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（2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで）
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症にお
ける行動制限の緩和等により、緩やかな景気の持ち直しの動きが見られた
ものの、ウクライナ情勢の長期化に伴うエネルギー価格や原材料価格の高
騰、急激な円安の進行および世界的な金融引き締めの加速など、先行きの
見えない状況が続きました。
　当社グループの主軸事業の一つである情報システム業界は、このような
状況下においても、レガシーシステムからの脱却や社会的なＤＸ化の動き
は継続し、ＩＴ投資に取り組む企業は見られました。また、企業経営およ
び業務改善に直結するシステムの構築にも、積極的な姿勢が感じられまし
た。一方で、技術者不足感は強く、人材確保面は難しい状況が続きまし
た。
　もう一つの主軸事業である建設業界は、新型コロナウイルス感染症によ
り厳しい状況が続く中で、住宅ローン金利の上昇や、住宅資材価格の高騰
等により、新設住宅着工は前期比0.6％減少となりました（出典：「建築
着工統計調査」国土交通省）。
　このような環境のもと、当社グループは、中期経営計画（2023年３月
期～2025年３月期）に基づき、グループ各社の利益増大、「選択と集
中」への事業再編と、財務基盤安定化による更なる企業価値の向上を進め
てまいりました。
　当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高は30,528,153千円
（前期比115.9％）、売上総利益は7,813,924千円（前期比117.5％）、
販売費及び一般管理費は7,074,499千円（前期比110.4％）、営業利益は
739,425千円（前期比309.8％）、経常利益は708,457千円（前期比
450.5％）、親会社株主に帰属する当期純利益は162,492千円（前期は親
会社株主に帰属する当期純損失766,064千円）となりました。
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2022年３月期 2023年3月期 増減額 前期比(%)

売上高 26,346,996 30,528,153 4,181,157 115.9

売上総利益 6,648,783 7,813,924 1,165,141 117.5
販売費及び
一般管理費 6,410,080 7,074,499 664,419 110.4

営業利益 238,703 739,425 500,722 309.8

経常利益 157,244 708,457 551,213 450.5
親会社株主に帰属する
当期純利益又は親会社
株主に帰属する当期純
損失(△)

△766,064 162,492 928,556 －

　　（単位：千円）

　セグメントの業績は次のとおりであります。
・　コンサルティング事業

　コンサルティング事業は、マイナンバー制度やマイキープラットフォ
ームへの対応等、過去から蓄積してきた顧客からの信頼・知見を活か
し、中央官庁・独立行政法人・地方自治体等からのコンサルティング案
件の受注拡大に努めました。
　そして、民間向けコンサルティングにおいては、企業が保有するレガ
シーシステムを分析・活用し、ＤⅩ推進を可能とする独自技術サービス
の「Smart Tool」および、プログラミング言語の「COBOL」から、
ＤＸ化のベースとなるオープンシステムでスタンダードとされている
「JAVA」への自動変換ツールを幅広く提案しました。
　様々な社会課題の解決のため、あらゆる専門分野を有するメンバーが
知見や経験を融合させて国内外の地域創生・再生に取り組むコンサルテ
ィング・ファーム＆シンクタンクであるみらい株式会社において、行政
機関や企業のパートナーとして様々な社会課題の抜本的な解決に向け
て、戦略・企画の提案・受注に努めました。
　この結果、コンサルティング事業の売上高は1,741,893千円（前期比
117.6％）となりました。

・　システム開発事業
　システム開発事業は、ニアショア開発事業を中心に、ソフトウェア開
発、FinTechおよび、ＩｏＴ機器分野等での製品の開発・販売を促進し
ました。
　この結果、システム開発事業の売上高は3,436,796千円（前期比
104.2％）となりました。
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・　人材事業
　人材事業は、技術者派遣業および、製造業・流通業・教員向け人材派
遣において、人材確保および派遣先企業開拓など営業努力が奏功し、売
上を伸ばしました。
　この結果、人材事業の売上高は6,476,157千円（前期比114.0％）と
なりました。

・　地盤調査改良事業
　地盤調査改良事業は、これまで主力であった「柱状改良工法」に加
え、らせん状の節を持つ安定した品質の補強体を構築する「スクリュー
フリクションパイル工法」の販売促進に努めました。
　また、戸建住宅市場だけに頼らない顧客層拡大に注力し、小型商業施
設や低層マンション等に対応した「コラムＺ工法」、また、地盤改良工
法の拡販商品と位置づけ、「ＳＤＧｓ」にも関連する自然砕石のみを使
用した「エコジオ工法」の販売促進に努めました。
　土質調査試験事業を営む株式会社アースプライムは、大手ゼネコンか
らの大型造成工事等による土質試験や、大手建設デベロッパーからのボ
ーリング調査の受注に注力しました。
　鉄道関連の土木基礎専門工事を主力とする株式会社東名は、大手ゼネ
コンからの受注工事を中心に、狭小、低空間での施工条件下で大口径掘
削が可能な「ＴＢＨ工法」や「ＢＨ工法」の受注に注力しました。
　不動産事業を営む株式会社三愛ホームは、埼玉県の川越市・東武東上
線を中心に、地元企業の特性を活かした不動産売買に注力しました。
　この結果、地盤調査改良事業の売上高は17,171,688千円（前期比
121.6％）となりました。

・　保証検査事業
　保証検査事業は、保証部門の地盤総合保証「ＴＨＥ　ＬＡＮＤ」の販
売促進に加え、住宅建築完成保証から派生する新築住宅建設請負工事
と、賃貸住宅建物の品質検査および、それに付随した修繕工事の受注に
注力しました。
　この結果、保証検査事業の売上高は280,581千円（前期比90.9％）と
なりました。

・　建設テック事業
　建設テック事業は、主力販売商品である「ＧｅｏＷｅｂシステム」
が、住宅建築にかかわる各種業務データの記録・管理の強化（不正・改
ざん防止機能）や業務の自動化が図れるため、大手ハウスメーカーの基
盤システムにも採用されており、本商品の販売に注力しました。
　また、クライアントの基盤システムとの連携による業務拡大や、カス
タマイズの開発案件にも注力しました。
　この結果、建設テック事業の売上高は480,465千円（前期比
101.0％）となりました。
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前連結会計年度 当連結会計年度
増減額 前期比

(%)売上高 構成比
(%) 売上高 構成比

(%)
コンサル
ティング 1,481,521 5.6 1,741,893 5.7 260,371 117.6
システム
開発 3,298,787 12.5 3,436,796 11.3 138,009 104.2

人材 5,681,218 21.6 6,476,157 21.2 794,938 114.0
アパレル 201,253 0.8 － － △201,253 －
地盤調査
改良 14,120,363 53.6 17,171,688 56.2 3,051,325 121.6

保証検査 308,689 1.2 280,581 0.9 △28,107 90.9
建設
テック 475,543 1.8 480,465 1.6 4,921 101.0

海外 531,135 2.0 551,882 1.8 20,746 103.9
その他 248,123 0.9 388,508 1.3 140,384 156.6
消去又は
全社 360 0.0 180 0.0 △180 50.0

合計 26,346,996 100.0 30,528,153 100.0 4,181,157 115.9

・　海外事業
　海外事業は、ベトナムのインフラ整備(護岸・道路・橋梁)、再生エネ
ルギー発電事業の太陽光発電・風力発電の地盤調査および、下水道工事
に関わる仮設工事等の受注に注力しました。
　新型コロナウイルスによる感染再拡大の影響はあるものの、営業努力
が奏功し、売上を伸ばしました。
　この結果、海外事業の売上高は551,882千円（前期比103.9％）とな
りました。

・　その他事業
　金融事業およびＭ＆Ａアドバイザリー事業、ドローンを活用したデー
タ解析事業等の売上高の総計は388,508千円（前期比156.6％）となり
ました。

　　（単位：千円）

② 設備投資の状況
　当連結会計年度の当社グループの設備投資額は、1,090,747千円であり、
その主なものは、地盤調査改良事業における地盤改良機・施工管理装置・地
盤調査機等の機械装置およびリース資産取得費用562,550千円、倉庫の改築
82,778千円、またシステム開発事業等におけるソフトウェア開発等システ
ム投資65,327千円、本社移転に伴う設備投資182,750千円であります。
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③ 資金調達の状況
　当連結会計年度中の当社グループ資金調達の主な状況は、財務体質の安定
および事業投資資金として、第三者割当増資により642,960千円の資金調達
を行いました。

④ 事業の譲渡、吸収分割、又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
の状況

　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は、2022年９月30日付で、連結子会社のITbook XCloud株式会社
の全株式を株式会社バルテックに譲渡しました。
　当社は、2022年10月31日付で、連結子会社のMovy株式会社の全株式を
宮内隆史氏に譲渡しました。
　2023年３月31日付で、連結子会社ＩＴｂｏｏｋ株式会社が所有する連結
子会社東京アプリケーションシステム株式会社、株式会社コスモエンジニア
リング、フロント・アプリケーションズ株式会社、東北ＩＴｂｏｏｋ株式会
社の全株式を取得し直接子会社化しました。
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区 分 第 2 期
(2020年３月期)

第 3 期
(2021年３月期)

第 4 期
(2022年３月期)

第 5 期
(当連結会計年度)
(2023年３月期)

売 上 高(千円) 21,224,761 22,634,593 26,346,996 30,528,153

経 常 利 益 又
は 経 常 損 失(千円) 140,737 △208,406 157,244 708,457

親会社株主に帰属す
る当期純利益又は親
会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ )

(千円) 83,156 △843,457 △766,064 162,492

１ 株 当 た り 当
期 純 利 益 又 は
１ 株 当 た り 当
期 純 損 失 ( △ )

(円) 4.20 △41.88 △35.59 6.93

総 資 産(千円) 12,983,534 14,928,342 18,098,268 16,771,396

純 資 産(千円) 2,563,171 2,519,927 2,199,258 2,977,471

１株当たり純資産 (円) 121.10 108.48 81.90 108.75

⑵ 財産及び損益の状況

（注）１．「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年３月31日)等を
2022年3月期の期首から適用しており、2022年3月期以降に係る数値について
は、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

２．過年度決算に関し、会計上の誤謬が判明したため、第３期および第４期の各数
値については、当該誤謬の訂正後の数値を記載しております。
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会 社 名 資 本 金
（千円）

当 社 の
議決権比率

（％）
主要な事業内容

Ｉ Ｔ ｂ ｏ ｏ ｋ 株 式 会 社 1,048,673 100.0 コンサルティング事業

株 式 会 社 サ ム シ ン グ 50,000 100.0 地盤調査改良事業

ITbookテクノロジー株式会社 100,000 100.0 システム開発事業

東京アプリケーションシステム株式会社 50,000 100.0 システム開発事業

株式会社コスモエンジニアリング 30,000 100.0 システム開発事業

フロント・アプリケーションズ株式会社 1,000 100.0 システム開発事業

Ｎ Ｅ Ｘ Ｔ 株 式 会 社 100,000 100.0 人材事業

I T l o a n 株 式 会 社 70,000 100.0 その他事業

信栄保険サービス株式会社 40,000 100.0
（49.0） その他事業

Ｍ ＆ Ａ マ ッ ク ス 株 式 会 社 20,000 100.0 その他事業

クリードパフォーマンス株式会社 12,000 83.3 その他事業

み ら い 株 式 会 社 80,000 100.0
（100.0） コンサルティング事業

株 式 会 社 ア イ ニ ー ド 50,000 100.0
（100.0） 人材事業

株 式 会 社 イ ス ト 75,000 100.0
（100.0） 人材事業

株 式 会 社 ア ー ス プ ラ イ ム 49,000 100.0
（100.0） 地盤調査改良事業

株 式 会 社 東 名 40,000 80.0
（80.0） 地盤調査改良事業

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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会 社 名 資 本 金
（千円）

当 社 の
議決権比率

（％）
主要な事業内容

株 式 会 社 Ｇ Ｉ Ｒ 100,000 100.0
（100.0）

保証検査事業
地盤調査改良事業

株 式 会 社 三 愛 ホ ー ム 80,000 70.0
（70.0） 地盤調査改良事業

Some th i ng  Re .Co . , L t d . 13,000 100.0
（100.0） 保証検査事業

ジ オ サ イ ン 株 式 会 社 96,650 51.4
（51.4） 建設テック事業

株式会社kｉｉｐｌ＆ｎａｐ 53,000 80.0
（80.0） その他事業

SOMETHING VIETNAM 
C O . , L T D .

30,630
百万ＶＮＤ

100.0
（100.0） 海外事業

J A P A N E L  H O M E
(CAMBODIA) CO.,LTD.

300,000
ＵＳＤ

100.0
（100.0） 海外事業

SOMETHING HOLDINGS
A S I A  P T E . L T D .

350,000
ＳＧＤ

100.0
（100.0） 海外事業

特 定 完 全 子 会 社 の 名 称 特定完全子会社の住所 特定完全子会社の株式
の 帳 簿 価 額 （ 千 円 ）

当社の総資産額
（千円）

株式会社サムシング 東京都江東区豊洲三
丁目２番２４号

1,547,157 7,032,753

（注）１. 「当社の議決権比率」の欄の（　）内は、間接所有割合であり、内数でありま
す。

２. 2022年9月30日付で、連結子会社のITbook XCloud株式会社の全株式を株式
会社バルテックに譲渡しました。

３. 2022年10月31日付で、当社はMovy株式会社の全株式を譲渡しました。
４. 2023年３月29日付で、当社の連結子会社ITbook,H.L株式会社は清算結了しま

した。
５. 2023年３月31日付で、連結子会社のＩＴｂｏｏｋ株式会社の連結子会社である

東京アプリケーションシステム株式会社、株式会社コスモエンジニアリングお
よびフロント・アプリケーションズ株式会社、東北ＩＴｂｏｏｋ株式会社の全
株式を取得し直接子会社としました。

③ 当事業年度末日における特定完全子会社の状況
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⑷ 対処すべき課題
当社グループは、事業の方向性として、「社会問題解決型企業」を新たな

目標に掲げ、コア事業を中心に固定概念を捨て多角的な視点で、事業拡大を
図ってまいります。そして、2022年度の変革第一期「選択の期間」を経て、
2023年度がグループ全社の変革第二期「集中の期間」であると位置づけ、
「中期経営計画」を基にグループ各社の利益増大・企業価値向上を最優先に
進めてまいります。

① グループ企業に対する管理強化
　当社グループの事業規模が拡大する中で、グループ連携や協業、業務イン
フラの整備、技術支援、人材配置等を含むグループ企業に対する管理強化は
引き続き不可欠と考えております。つきましては、豊洲本社への一部グルー
プ会社の更なる集約や、定期的なグループ管理本部会議による情報共有、管
理部門の統一・最適化、グループ経営会議による各事業、各個社の業績管
理、内部監査部門強化による内部統制・ガバナンスの強化等によりグループ
管理体制をより一層進化させてまいります。

② 新規事業の創出と新技術の研究・開発
・方針
　ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）が本格化するなど社会情勢が
大きく変化していく中で、既存事業のみならず、競争優位性を担保する独自
の新規事業の確立が必要であると考えております。当社グループの既存事業
とシナジー効果が高い事業および事業規模拡大に必要となる事業等、広い視
野・柔軟性を意識し新規事業の確立に取り組んでまいります。また、市場ニ
ーズに適時・的確に応えることができる技術力の研鑽と革新的な新規事業の
確立に不可欠な新技術の研究・開発に努めてまいります。
・コア事業
　コンサルティング事業・システム開発事業・人材事業・地盤調査改良事業
を当社グループの「社会問題解決型企業」を目指す上でのコア事業として位
置付けております。これらの事業に対しては積極的に投資を行うとともに、
コア事業とのシナジーが見込まれる新規事業の確立や新技術の研究・開発を
検討してまいります。
・地盤調査改良事業
　株式会社サムシングの技術本部が中心となって国内外での技術・ノウハウ
の共有、新工法の研究開発に取り組んでおります。市場ニーズの多様化、技
術の高度化、競争激化等の環境下で差別化を図るためには、さらなる活動強
化が必要であると考えております。今後も人員の増強、研究開発活動の推進
により、一層の高品質化・高度化・サービスの高付加価値化を図ることで、
当社グループの業績向上に役立てます。
・システム開発事業
　ITbookテクノロジー株式会社が中心となり、ＡＩやＩｏＴで続々と登場
する新たな技術を活用し高度化を図ることで、利用者の利便性の向上、顧客
への提案力向上を実現してまいります。引き続き、得意分野である建築土
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木・農業・環境・防災ＩＯＴ、ＩＯＴ機器を中心に研究・開発を推進してま
いります。

③ 人材の確保について
　コンサルティング事業およびシステム開発事業において、ＩＴコンサルテ
ィングやプロジェクトマネジメントのノウハウを有する優秀な人材の確保が
重要になります。
　また、地盤調査改良事業では、品質を一定以上に保つため、原則として正
社員による現場作業を中心に行っております。一方で機械化を促進し作業の
生産性向上に注力しておりますが、業容の拡大のためには、作業人員を一定
数確保することが不可欠であります。
　そのため、ITbookホールディングスＨＲコミュニケーション部が中心と
なり、継続的な新卒採用、有能な人材の中途採用活動強化およびグループ人
事制度の共有・最適化等を図っております。さらに、社内人事評価システム
やグループ全社横断的な教育体制および社外研修の充実などにより、優秀な
人材の育成・確保および従業員のモチベーション・満足度の向上による「働
きがい」のある組織づくりを目指しております。

④ 競合について
　当社グループの地盤調査改良事業は、一定の安定した需要が見込めるた
め、公共工事の受注を主たる業務としていた建設会社が新規参入してくる可
能性があります。また、既存の地盤改良業者がシェア拡大・維持のために低
価格戦略を採ってくることも考えられます。
　対策として、ＩＴなどの活用を促進し、他社にはない独自のサービスを開
発し、技術面だけでなく競合他社との差別化を図ってまいります。

⑤ 海外事業の収益の安定化について
　当社グループの海外事業においては、長期的な企業成長の確保という観点
から、2011年、ベトナム社会主義共和国に駐在員事務所を設立しました。
そして、2013年に現地法人（SOMETHING VIETNAM CO.,LTD.）を設
立 し 、 ま た 、2016年 に 現 地 法 人 （JAPANEL HOME (CAMBODIA) 
CO.,LTD.）を設立し、海外事業の展開を進めております。
　また、2018年よりベトナム社会主義共和国で地盤調査改良事業を中心に
事業活動を行っており、黒字化を継続しております。引き続き安定した収益
確保に努めると共に、更なる事業拡大を進めてまいります。

⑥ 財務基盤安定化と機動力向上
・グループ資金管理の集中化

2022年３月18日、従来は各子会社で資金調達を行っていたため、高
金利で借り入れを行っている会社もありましたが、シンジケートローン
の組成により、当社でグループの資金調達を一元化し、比較的低金利で
グループ全体の運転資金を調達することが出来ました。既にCMS（キ
ャッシュ・マネジメント・サービス）を導入しており、当社で資金を一
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2023年３月期
実績

2024年３月期
予想

2025年３月期
計画

売上高 30,528 34,400 42,000

営業利益 739 1,000 1,750

経常利益 708 900 1,600
親会社株主
に帰属する
当期純利益

162 500 1,000

元管理することで、グループの全体の安定的な資金調達、借入金利の低
減、グループ全体の資金の流れを効率化し、財務基盤の安定化に取り組
んでまいります。

⑦ 今後の見通し
　2024年３月期の通期業績予想につきましては、不採算事業の整理によ
り利益の出る組織体制の構築が進んでおりますので、当初の計画から変更
はなく、売上高34,400百万円、営業利益1,000百万円、経常利益900百万
円、親会社株主に帰属する当期純利益500百万円を見込んでおります。

【中期経営計画】
（単位：百万円）

⑧ 調査委員会による調査報告書の受領
　当社は、2023年５月18日付「当社連結子会社元従業員による不正行為に
関するお知らせ」、および2023年５月22日付「調査委員会設置に関するお
知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社である株式会社サムシングの経理
担当マネージャーであった元従業員による不正行為が発覚したため、外部の
弁護士を含む調査委員会を設置し調査を行い、2023年６月27日に調査報告
書を受領しました。
　本件の調査において、発生の経緯、原因分析および再発防止策、ならびに
財務諸表に与える影響についての提言を受けました。
　原因については、主に管理体制が不十分であったと指摘されております。
　当社は、本調査報告書において指摘された事項および再発防止のための提
言を受けたことを真摯に受け止め、以下の内容について再発防止策等を具体
化し、実施いたします。
　＜再発防止（当社グループ）＞
　・当社グループのコンプライアンス意識の改善・向上
　・当社グループの内部管理体制の強化

＜再発防止（株式会社サムシング）＞
　・金庫、キャッシュカード、パスワード等の物理的な管理の徹底（2023

年８月対応済）
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　・関連規程の整備（現金出納規則）（2023年７月対応済）
　・体制の改善（2023年７月対応済）
　・外部チェックの強化（会計帳簿を税理士等の外部専門家）（2024年３

月期第２四半期末までに実施予定）

⑨ 特別調査委員会による調査報告書の受領
当社は、2023年６月16日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」に

記載のとおり、外部機関より当社および当社連結子会社のITbookテクノロ
ジー株式会社（以下、「ITbookテクノロジー」といいます。）において、
2021年３月期および2022年３月期の会計処理において、一部に疑義（以
下、「本疑義」といいます。）があるとの指摘を受け、外部の有識者で構成
される特別調査委員会を設置し本疑義の調査及び本疑義に類似する事案の存
否等の調査(以下、「件外調査」といいます。」)を行い、2023年８月31日
に調査報告書を受領しました。

本調査報告書では、本疑義における不適切な会計処理、および件外調査に
より新たに発覚した類似事案についての事実関係および原因についての報告
ならびに再発防止策の提言を受けました。

原因については、当社子会社における業務プロセスの脆弱性、子会社にお
けるガバナンス、子会社の役職員の開示制度及び会計に関するリテラシーの
問題、および当社としてグループ内部統制、内部通報制度の整備・運用、不
正の疑義を把握した際の調査の十分性、監査法人との連携の問題について指
摘をされております。

当社グループにおいては、特別調査委員会による再発防止策の提言を受け
る前から、自発的に、①財務報告に係る内部統制における子会社各社の業務
プロセスと手続の強化、②「選択と集中」を経営方針の1つに掲げた事業再
編と財務基盤の安定を重視したグループ運営への方向転換、③グループ内部
監査体制の強化（2021年度の1名体制を6名体制に増員）、④グループ全社
における内部通報制度の整備とコンプライアンス研修の導入、⑤ITbookテ
クノロジーの経営体制、管理部門、経理部門の強化等の再発防止策を講じて
おります。

以下は、当社による自発的な再発防止策を踏まえた上での、特別調査委員
会における再発防止策の提言であります。

・開示制度及び会計に関するリテラシーを向上させるための教育研修
・適切な子会社役員の選任と役員研修
・グループ内部通報制度の改善と運用継続
・危機管理規程の改定
・取締役会の運営方法の改善
・健全な企業風土の醸成に向けた取組みの継続
当社は、特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、同委員会の再発防

止策の提言に沿って速やかに具体的な再発防止策を策定し実行いたします。
具体的な再発防止策につきましては、決定次第改めて公表いたします。
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事 業 区 分 事 業 内 容

コンサルティング事業
官公庁や民間企業等に対して、業務および情報システムの総合
的な整理・再構築を提案し、組織的な戦略目標の達成を支援し
ております。

シ ス テ ム 開 発 事 業
新規システム開発、ニアショア開発、保守業務、ハードウェア
の販売､Ｗｅｂシステム開発､マーケットデータシステム開発、
外国為替関連システム開発、生命保険関連システム開発およ
び、保守・運用および組込開発を行っております。

人 材 事 業 技術者の派遣および製造業・流通業等の分野への人材派遣、教
師等の派遣、および人材紹介事業を行っております。

地 盤 調 査 改 良 事 業
ハウスメーカーなどのビルダーに対して、戸建て・マンショ
ン・ビル等、建設事業者向けの地盤調査や測量・地盤改良、不
動産業等を行っております。

保 証 検 査 事 業 ハウスメーカーなどのビルダーに対して、地盤保証、住宅完成
保証および住宅検査関連業務を行っております。

建 設 テ ッ ク 事 業 ＧＰＳ付き地盤調査機器「ＧｅｏＷｅｂシステム」等のレンタ
ル・販売等および電子認証サービスを行っております。

海 外 事 業 東南アジアにおける地盤調査、地盤改良、土木工事、並びに住
宅建設請負および関連事業を行っております。

そ の 他 事 業 金融事業およびＭ＆Ａアドバイザリー事業、ドローンを活用し
たデータ解析事業等を行っております。

⑸ 主な事業内容（2023年３月31日現在）
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本 社 東京都江東区

Ｉ Ｔ ｂ ｏ ｏ ｋ 株 式 会 社 本社 東京都江東区
株 式 会 社 サ ム シ ン グ 本社 東京都江東区
I T b o o k テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社 本社 東京都港区
東 京 ア プ リ ケ ー シ ョ ン シ ス テ ム 株 式 会 社 本社 新潟県新潟市中央区
株 式 会 社 コ ス モ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 本社 新潟県新潟市中央区
フ ロ ン ト ・ ア プ リ ケ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 本社 東京都中央区
Ｎ Ｅ Ｘ Ｔ 株 式 会 社 本社 東京都港区
Ｉ Ｔ ｌ ｏ ａ ｎ 株 式 会 社 本社 東京都江東区
信 栄 保 険 サ ー ビ ス 株 式 会 社 本社 栃木県栃木市
Ｍ ＆ Ａ マ ッ ク ス 株 式 会 社 本社 東京都港区
ク リ ー ド パ フ ォ ー マ ン ス 株 式 会 社 本社 東京都新宿区
み ら い 株 式 会 社 本社 広島県広島市中区
株 式 会 社 ア イ ニ ー ド 本社 大阪府大阪市北区
株 式 会 社 イ ス ト 本社 東京都渋谷区
株 式 会 社 ア ー ス プ ラ イ ム 本社 東京都東村山市
株 式 会 社 東 名 本社 東京都調布市
株 式 会 社 Ｇ Ｉ Ｒ 本社 東京都江東区
株 式 会 社 三 愛 ホ ー ム 本社 埼玉県川越市
S o m e t h i n g  R e . C o . , L t d . 本社 マレーシア国
ジ オ サ イ ン 株 式 会 社 本社 東京都千代田区
株 式 会 社 k ｉ ｉ ｐ ｌ ＆ ｎ ａ ｐ 本社 東京都江東区
S O M E T H I N G  V I E T N A M  C O . , L T D . 本社 ベトナム社会主義共和国
JAPANEL HOME (CAMBODIA) CO.,LTD. 本社 カンボジア王国
SOMETHING HOLDINGS ASIA PTE.LTD. 本社 シンガポール共和国

⑹ 主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）
① 当社

② 子会社
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事 業 区 分
従 業 員 数 ( 名 ) 前 連 結 会 計

年度末比増減2022年３月期 2023年３月期
コンサルティング事業 90（1） 101（20） 11（19）

システム開発事業 245（3） 236（2） △9（△１）

人 材 事 業 1,344（0） 1,405（3） 61（３）

地盤調査改良事業 516（39） 556（35） 40（△4）

保 証 検 査 事 業 28（12） 25（7） △３（△５）

建 設 テ ッ ク 事 業 34（2） 38（2） ４（０）

海 外 事 業 40（0） 55（0） 15（0）

そ の 他 事 業 40（39） 24（0） △16（△39）

全 社 （ 共 通 ） 14（1） 21（1） 7（0）

合 計 2,351（97） 2,461（70） 110（△27）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

21名 7名 56.4歳 11ヶ月

⑺ 従業員の状況（2023年３月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員等は（　）内に年間の平均
人員を外数で記載しております。

２. 全社（共通）として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できな
い管理部門に所属しているものであります。

② 当社の従業員の状況

（注） 従業員数は、グループからの出向者を含んでおりません。
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借 入 先 借 入 残 高
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 4,100,000千円
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 885,562千円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 716,020千円
株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 542,857千円
埼 玉 縣 信 用 金 庫 449,711千円
株 式 会 社 千 葉 銀 行 336,654千円
株 式 会 社 徳 島 大 正 銀 行 229,895千円
多 摩 信 用 金 庫 132,252千円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 100,000千円

借 入 先 借 入 残 高
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,400,833千円
株 式 会 社 り そ な 銀 行 820,000千円
株 式 会 社 千 葉 銀 行 683,333千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 410,000千円
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 375,833千円
株 式 会 社 七 十 七 銀 行 136,666千円
株 式 会 社 徳 島 大 正 銀 行 136,666千円
株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 68,333千円
株 式 会 社 広 島 銀 行 68,333千円

⑻ 主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 当社および連結子会社の主要な借入先の状況を記載しております。
２. 2023年３月31日現在の借入残高が、１億円以上の金融機関を記載し

ております。
３. シンジケートローンは、株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とする計9行

からの協調融資によるものです。
シンジケートローンの内訳は以下の通りです。
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① 発行可能株式総数 38,000,000株
② 発行済株式の総数 24,152,701株

③ 株主数 17,597名

株 主 名 持株数（株） 持 株 比 率
（ ％ ）

ＦＰ成長支援Ｆ号投資事業
有限責任組合 1,520,000 6.30

前　　　俊　守 1,377,220 5.70

ａｕカブコム証券株式会社 1,014,000 4.20

株式会社ホワイトストーン 829,900 3.44

株式会社ＮＥＷ　ＡＲＴ
ＨＯＬＤＩＮＧＳ 696,300 2.89

株式会社ＵＮＳ 400,000 1.66

セントラル短資株式会社 378,900 1.57

大和ハウス工業株式会社 332,500 1.38

恩田　饒 298,900 1.24

ＩＴｂｏｏｋホールディングス社員持株会 263,888 1.09

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2023年３月31日現在）

（注)１．ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は283,000株増加し
ております。

２．第三者割当増資により、発行済株式の総数は1,520,000株増加しております。

④ 大株主

（注） 持株比率は自己株式（19,422株）を控除して計算しております。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 前 　 俊 守

㈱サムシング 代表取締役会長
㈱アースプライム 取締役会長
㈱東名 取締役会長
㈱kiipl＆nap 代表取締役会長
ＮＥＸＴ㈱ 取締役
㈱イスト 代表取締役社長
㈱アイニード 代表取締役社長
東京アプリケーションシステム㈱ 取締役
みらい㈱ 取締役
ＩＴｂｏｏｋ㈱ 取締役
クリードパフォーマンス㈱ 代表取締役会長
ITloan㈱ 代表取締役会長

取 締 役 副 社 長 松 場 清 志

NEXT㈱ 代表取締役社長
ITbookテクノロジー㈱　代表取締役社長
ＩＴｂｏｏｋ㈱ 取締役
みらい㈱ 取締役
Ｍ＆Ａマックス㈱ 取締役
ジオサイン㈱ 取締役

取 締 役 石 田 伸 一

ＩＴｂｏｏｋ㈱ 代表取締役社長
ITbookテクノロジー㈱ 取締役
東京アプリケーションシステム㈱ 取締役
フロント・アプリケーションズ㈱ 取締役

取 締 役 塚 本 　 勲 加賀電子㈱ 代表取締役会長 会長執行役員
取 締 役 髙 橋 俊 裕 ㈱不二家 社外取締役
取 締 役 佐 伯 達 之 ㈱TAM 代表取締役会長

常 勤 監 査 役 西 山 　 靖

Asian Wealth Management㈱ 代表取締役
㈱ページワン・ネオ・バンク 取締役
ITbook㈱監査役
NEXT㈱ 監査役
ITbookテクノロジー㈱監査役
㈱コネクティラボ社外取締役

監 査 役 三 谷 総 雄 －
監 査 役 岡 田 憲 治 ㈱サムシング 監査役

⑵ 会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１. 取締役塚本勲氏、髙橋俊裕氏および佐伯達之氏は、社外取締役であります。
２. 監査役三谷総雄氏および岡田憲治氏は、社外監査役であります。
３. 監査役岡田憲治氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相

当程度の知見を有しております。
４. 当社は、取締役塚本勲氏、髙橋俊裕氏、佐伯達之氏および監査役三谷総雄氏を
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東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお
ります。

② 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、当社定款において取締役
（業務執行取締役等である者を除く）および監査役との間で会社法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めてお
りますが、2023年３月31日現在においては、社外取締役および各監査役と
の間で責任限定契約を締結しておりません。

③ 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、当社および子会社の役員（取締役、監査役、執行役員等）を被保
険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約
を保険会社との間で締結しております。
　保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はあり
ません。当該保険契約では、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起
因として損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を当
該保険により補填することとしております。但し、法令違反の行為であるこ
とを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の
免責事由があります。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決
定方針を決議しております。
　その概要は次のとおりです。

ａ. 基本報酬に関する方針
　当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決
定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役であり、株
主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当業務、各期の業
績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有します。
　監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内におい
て、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議によ
り決定します。
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　なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみ
とします。

ｂ. 業績連動報酬等に関する方針
　該当事項はありません。

ｃ. 非金銭報酬等に関する方針
　当社の取締役に対し、業績向上に対する意欲や士気を喚起することに
より、当社の健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的とし、ス
トック・オプション（新株予約権）制度を設けております。

ｄ. 報酬等の割合に関する方針
　固定報酬を100％としております。

ｅ. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
　固定報酬については金銭とし、在任中に毎月定期的に支払います。

ｆ. 報酬等の決定の委任に関する事項
　当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について、2022年６月
27日開催の取締役会により委任された代表取締役社長前俊守において個
人別の報酬等の額の決定を行っております。
　代表取締役に委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ
各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適してい
るからであります。

ｇ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うも
のであると取締役会が判断した理由

　取締役の個人別の報酬につきましては、株主総会で決議いただきまし
た報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長がその役位、職責に応じて上
程した額について、取締役会決議により構成され、社外取締役を議長と
する任意の報酬委員会に諮問していることから、その内容は決定方針に
沿うものであると判断しております。
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区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　ち　社　外　取　締　役）

７名
（４名）

45,108千円
（9,900千円）

監 査 役
（う　ち　社　外　監　査　役）

３名
（２名）

6,378千円
（2,592千円）

合 計
（ う 　 ち 　 社 　 外 　 役 　 員 ）

10名
（６名）

51,486千円
（12,492千円）

地位 氏名 兼職先 当社との関係

取 締 役 塚 本 　 勲 加賀電子㈱ 代表取締役会長 会長執行役員 特別の利害関係
はありません。

取 締 役 髙 橋 　 俊 裕 ㈱不二家 社外取締役 特別の利害関係
はありません。

取 締 役 佐 伯 　 達 之 ㈱TAM 代表取締役会長 特別の利害関係
はありません。

監 査 役 三 谷 　 総 雄 － －

監 査 役 岡 田 　 憲 治 ㈱サムシング 監査役 当社の子会社

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 上表には、2022年６月27日開催の第４回定時株主総会終結の時をもって任期満
了により退任した社外取締役１名を含んでおります。

２. 取締役の報酬限度額は、2019年６月26日開催の第１回定時株主総会において、
年額50,000千円以内（ただし、使用人は含まない）と決議をいただいておりま
す。また別枠で、2019年６月26日開催の第１回定時株主総会において、ストッ
ク・オプション報酬枠として年額50,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は３名（うち社外取締役１名）です。

３. 監査役の報酬限度額は、2019年６月26日開催の第１回定時株主総会において、
年額8,000千円以内と決議をいただいております。当該株主総会終結時点の監査
役の員数は、３名です。

４. 上記報酬等の額のほかに当社社外役員が当事業年度に当社子会社から受けた役
員報酬額は2,904千円であります。

５. 当事業年度に係る役員の報酬は全額基本報酬（金銭報酬）であります。

⑥ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
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氏名 主な出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

塚 本 　 勲

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席し、豊富な企
業経営経験者としての視点に基づき、当社の取締役会において、独立し
た客観的な立場から、議案審議等において、監督、助言等を行うなど、
同氏に期待する意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な役割
を果たしております。

髙 橋 　 俊 裕

2022年６月27日就任以降に開催された取締役会11回の全てに出席し、
豊富な企業経営経験者としての視点に基づき、当社の取締役会におい
て、独立した客観的な立場から、議案審議等において、監督、助言等を
行うなど、同氏に期待する意思決定の妥当性・適正性を確保するために
必要な役割を果たしております。

佐 伯 　 達 之

2022年６月27日就任以降に開催された取締役会11回の全てに出席し、
豊富な企業経営経験者としての視点に基づき、当社の取締役会におい
て、独立した客観的な立場から、議案審議等において、監督、助言等を
行うなど、同氏に期待する意思決定の妥当性・適正性を確保するために
必要な役割を果たしております。

氏名 主な活動状況

三 谷 総 雄

当事業年度に開催された取締役会14回および監査役会13回全てに出席
し、企業経営、金融等の豊富な経験および知見と幅広い見識から、議案
審議等において、意思決定の妥当性･適正性を確保するために必要な発
言を適宜行っております。

岡 田 憲 治

当事業年度に開催された取締役会14回および監査役会13回全てに出席
し、財務および会計等の豊富な経験および知見と幅広い見識から、議案
審議等において、意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発
言を適宜行っております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
ａ. 社外取締役

ｂ. 社外監査役

－ 25 －



当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 45,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 47,900千円

⑶ 会計監査人の状況
① 名称 監査法人ナカチ

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区
分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合
計額を記載しております。

２. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実
務指針」を踏まえ、当事業年度の監査予定時間および報酬額の妥当性を検討し
た結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第１項の同意を行っており
ます。

３. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社のSOMETHING HOLDINGS ASIA 
PTE.LTD.およびSOMETHING VIETNAM CO.,LTD.については、当社の監
査法人以外の公認会計士又は監査法人（海外におけるこれらの資格に相当する
資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的
とすることといたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
　定款において会計監査人との間で、会社法第427条第１項の規定により、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めて
おりますが、現時点においては、当社は同法人との間で責任限定契約を締結
しておりません。
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３. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制

イ）コンプライアンス体制にかかる規程を、役職員が法令・定款および社
会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

ロ）重要な法的課題やコンプライアンスに関する事項などで業務執行上疑
義が生じた場合は、適宜、弁護士・監査法人等の外部専門家と相談
し、助言を求める。

ハ）法令上疑義のある行為等について「内部通報規程」に基づき社員等が
直接情報提供を行う手段としてホットラインおよび顧問弁護士を設
置・運営し通報者の保護を図る。

ニ）社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対して
は、毅然とした姿勢で組織的に対応する。また、反社会的勢力による
不当要求事案等の発生時は、警察・弁護士・「特殊暴力防止対策協議
会」「公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター」等の外部専門
機関とも連携して対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ）取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務執行に係る文書又は電磁

的媒体（以下、「文書等」という。）に記録し、保存する。
ロ）取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　環境、災害、コンプライアンス、品質、情報セキュリティ等に係るリス
クについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研
修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク
の状況監視および全社的対応は管理本部が行うものとする。リスクが顕在
化した場合は、取締役会において対応責任者となる取締役を定め対策本部
を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ）定時取締役会を月１回開催するほか、迅速に意思決定を行うため、臨
時取締役会を開催するものとし、また、取締役に対する情報提供体制
の整備等、取締役が適切な職務執行を行える体制を確保する。
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ロ）取締役会は、取締役・社員等が共有する全社的な目標を定め、担当取
締役は、その目標達成のために各部門の具体的目標および会社の権限
分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法
を定め、そして、ITを活用し、取締役会が定期的に進捗状況をレビュ
ーし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現す
るシステムを維持する。

⑤ 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保する
ための体制
イ）グループ会社のセグメント別の事業に関して、取締役会、法令遵守体
制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、本社管理本部はこ
れらを横断的に推進し、管理する。

ロ）グループ会社に対して経営上の重要事項の承認手続きおよび定期的な
業務執行状況・財務情報などの報告が適正に行われるよう「関係会社
管理規程」を制定し運用する。

ハ）各グループ会社の経営上の重要事項や経営管理体制・業務執行状況に
ついて適時報告を受けるとともに適切な助言・指導を行い、当社およ
びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制を整備する。

ニ）各グループ会社は、法令遵守およびリスク管理等を図る。
ホ）監査役および内部監査室は、グループ会社の業務の適正を確保するた
めに必要な監査を行う。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項
　監査役は、社員等に対し、監査業務補助を行うよう要請できるものとす
る。また、業務遂行上必要な場合、監査役が監査役の職務を補助する社員
等に関して取締役から独立させて業務を行うよう指示できる体制を整え
る。

⑦ 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
　前項の使用人の取締役、執行役員からの独立性を確保するため、当該使
用人の異動等人事に関する決定は、監査役会の事前の同意を得るものとす
る。

－ 28 －



⑧ 当社及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役会に報告するための
体制その他の監査役会への報告に関する体制
イ）当社および、グループ会社の取締役又は使用人は、監査役に対して、
法定の事項に加え、当社およびグループ会社に重大な影響を及ぼす恐
れのある事実、その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法によ
り報告する。

ロ）監査役が、取締役会等重要な会議に出席するなど、重要事項の報告を
受ける体制を整える。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを
受けないことを確保するための体制
　監査役へ報告した当社およびグループ会社の取締役又は使用人に対し、
「内部通報規程」に基づき、その報告をしたことを理由に不利な取り扱い
を受けることがないよう体制を整備する。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関
する事項

　当社監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続きその他の
当該職務の執行について生じる費用又は債務は、その費用を当社は負担する。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ）監査役は、監査の実効性を確保し、適切な意思疎通を図る目的で、内
部監査室との連携を図り、代表取締役、取締役もしくは使用人との定
期的な意見交換会を開催する。

ロ）監査役は、業務監査の実効性を確保するため、随時、現地調査および
取締役・使用人等との面談を要請することができる。

ハ）監査役は、監査の実務上必要と認めるときは、専門の弁護士、公認会
計士、コンサルタントその他の外部専門家を独自に活用することがで
きる。

⑫ 財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性確保および金融商品取引法に規定する内部統制報告書の
有効かつ適切な提出のため、代表取締役の指示の下、内部統制システムの構
築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を
行うとともに、金融商品取引法および関係法令等との適合性を確保する。
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⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり
ます。
① 取締役会
　当社は、月１回の定時取締役および必要に応じて臨時取締役会を開催
し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要
事項を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法
令・定款等との適合性および業務の適正性の観点から審議いたしました。

② 監査役会
　当社は、監査役会を13回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、
取締役会、および重要な社内会議への出席、業務および財産の状況の監
査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等の遵守について監査いたしま
した。

③ 内部統制
　当社は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施
計画に基づき内部統制評価を実施いたしました。また、決算開示資料につ
いては、取締役会に付議したのち開示を行うことにより適正性を確保いた
しました。

④ 内部監査
　当社は、当社グループ会社への取締役、および監査役の派遣、並びに内
部監査室によるグループ各社への内部監査を行うことにより、グループ各
社の業務の適正の確保に努めています。

⑤ グループ経営会議
　当社は、グループ会社の経営幹部とのミーティングを定期的に実施し、
経営計画、業務執行状況、財務情報等の報告を受けるとともに、グループ
としてのシナジーの創出を図りました。

⑥ 投融資委員会
　投資および融資に関するリスク管理の観点から、当社および当社グルー
プ会社の重要な投融資案件について、取締役会・グループ経営会議に先立
って事前の審査を行う投融資委員会を、必要に応じて適宜開催しておりま
す。

⑦ グループリスクコンプライアンス委員会
　当社は、グループリスクコンプライアンス委員会を定期的に実施し、当
社グループにおける重要なリスクを特定し、その重要性に応じて適宜対応
を行っております。また、当社グループ全社員を対象にコンプライアンス
研修を実施し、コンプライアンスに関する啓発・教育を行っております。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
営 業 貸 付 金
商 品 及 び 製 品
販 売 用 不 動 産
未成工事支出金
原材料及び貯蔵品
仕 掛 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
リ ー ス 資 産
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産
　

11,835,308
3,794,009
6,049,224
160,561
175,261
418,322
129,580
148,130
25,583
988,601
△53,967

4,935,088
2,497,717
731,921
302,030
291,166
419,487
668,959
3,295
80,856

1,185,092
760,850
424,241

1,252,278
69,002
236,479
991,746
△44,949

999
　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 10,086,915

支払手形及び買掛金 1,922,726
短 期 借 入 金 4,869,635
1 年 内 償 還 予 定 の 社 債 141,000
1年内返済予定の長期借入金 453,542
未 払 金 743,235
未 払 法 人 税 等 259,942
リ ー ス 債 務 135,818
賞 与 引 当 金 297,641
そ の 他 1,263,371

固 定 負 債 3,707,009
社 債 10,000
長 期 借 入 金 2,856,160
リ ー ス 債 務 389,274
保証損失引当金 31,660
退職給付に係る負債 56,179
そ の 他 363,735

負 債 合 計 13,793,925
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 2,699,813
資 本 金 1,866,314
資 本 剰 余 金 2,953,034
利 益 剰 余 金 △2,109,529
自 己 株 式 △10,005

その他の包括利益累計額 △75,325
その他有価証券評価差額金 597
為替換算調整勘定 △75,923

新 株 予 約 権 6,840
非 支 配 株 主 持 分 346,143
純  資  産  合  計 2,977,471

資 産 合 計 16,771,396 負 債 純 資 産 合 計 16,771,396

連 結 貸 借 対 照 表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）
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（ 2022年 ４月 1 日から
2023年 ３月31日まで ）

科 目 金 額
売 上 高 30,528,153
売 上 原 価 22,714,228
売 上 総 利 益 7,813,924
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,074,499
営 業 利 益 739,425
営 業 外 収 益

受 取 利 息 869
受 取 配 当 金 6,898
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 1,438
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 3,114
為 替 差 益 56,532
そ の 他 57,763 126,616

営 業 外 費 用
支 払 利 息 87,435
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 27,000
そ の 他 43,149 157,584

経 常 利 益 708,457
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 956
投 資 有 価 証 券 売 却 益 28,461
関 係 会 社 株 式 売 却 益 70,898
保 険 解 約 返 戻 金 64,018
新 株 予 約 権 戻 入 益 5,780
そ の 他 19,531 189,647

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 105,238
減 損 損 失 8,782
投 資 有 価 証 券 売 却 損 58,535
店 舗 閉 鎖 損 失 34,445
和 解 金 10,300
事 務 所 移 転 費 用 39,809
そ の 他 83,813 340,925

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 557,179
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 368,161
法 人 税 等 調 整 額 △3,635 364,525
当   　 期  　  純  　  利  　  益 192,653
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 30,160
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 162,492

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

貸 倒 引 当 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

差入敷金・保証金

そ の 他　

4,044,309

305,203

18,642

4,607,041

△925,038

38,460

2,988,444

262,965

242,550

20,414

13,398

13,398

2,712,080

6,345

2,501,735

3,333

199,756

910　

（ 負  債  の  部 ）

流 動 負 債 5,443,077

短 期 借 入 金 5,330,000

未 払 金 28,650

未 払 法 人 税 等 24,683

そ の 他 59,742

固 定 負 債 247,742

リ ー ス 債 務 40,552

資 産 除 去 債 務 87,959

割 賦 未 払 金 119,230

負 債 合 計 5,690,819

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,335,094

資 本 金 1,866,314

資 本 剰 余 金 2,201,806

資 本 準 備 金 2,201,806

利 益 剰 余 金 △2,723,020

その他利益剰余金 △2,723,020

繰越利益剰余金 △2,723,020

自 己 株 式 △10,005

新 株 予 約 権 6,840

純 資 産 合 計 1,341,934

資 産 合 計 7,032,753 負 債 純 資 産 合 計 7,032,753

貸　借　対　照　表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）
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（ 2022年 ４月 1 日から
2023年 ３月31日まで ）

科 目 金 額

営 業 収 益 510,120

営 業 費 用 609,979

営　　　 業　　　 損　　　 失　 (△) △99,859

営 業 外 収 益

受 取 利 息 62,546

そ の 他 436 62,983

営 業 外 費 用

支 払 利 息 47,529

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 27,000

そ の 他 112 74,641

経  　 　 常  　 　 損  　 　 失  ( △ ) △111,517

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 5,780

そ の 他 6,015 11,795

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 29,710

関 係 会 社 整 理 損 失 145,652

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 312,039

そ の 他 22,066 509,470

税  引  前  当  期  純  損　失(△) △609,191

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,928 1,928

当 　   期   　 純   　 損   　  失 ( △ ) △611,119

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 代 孝 久
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 家 冨 義 則

独立監査人の監査報告書
2023年８月31日

ITbookホールディングス株式会社
取締役会　御中

監査法人ナカチ
東京都千代田区

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ITbookホールディングス株式会社の2022
年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ITbookホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
　連結注記表４．誤謬の訂正に関する注記に記載されているとおり、会社は過年度における不正又
は誤謬についての訂正を行い、期首の利益剰余金を修正している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロ
セスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して
責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　上
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代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 藤 代 孝 久
代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 家 冨 義 則

独立監査人の監査報告書
2023年８月31日

ITbookホールディングス株式会社
取締役会　御中

監査法人ナカチ
東京都千代田区

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ITbookホールディングス株式会社
の2022年4月1日から2023年3月31日までの第5期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　個別注記表３．誤謬の訂正に関する注記に記載されているとおり、会社は過年度における不正又
は誤謬についての訂正を行い、期首の利益剰余金を修正している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、
並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　上
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監　査　報　告　書
当監査役会は、2022年4月１日から2023年3月31日までの第5期事業年度の取締役の職務の執行に関して、

各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける
ほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部
監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で
監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備
されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会
計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる
事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２. 監査の結果
(1)事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。なお、事業報告に記載の通り当

社においては現在、特別調査委員会を設置して調査を進めております。監査役会としては同委員会の調査
結果を踏まえた上で、当社グループ再発防止策の実施状況並びにその改善状況等について注視、検証して
まいります。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人ナカチの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人監査法人ナカチの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年８月31日　       ITbookホールディングス株式会社　監査役会
常 勤 監 査 役 西 山 靖 ㊞
社 外 監 査 役 三 谷 総 雄 ㊞
社 外 監 査 役 岡 田 憲 治 ㊞　

監査役会の監査報告

以　上
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会場：東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号
東京証券会館 第５会議室（９階）
TEL 03-3667-9210

交通 ●東京メトロ 東西線 「茅場町駅」 ８番出口 直結
日比谷線

●東京メトロ 銀座線 「日本橋駅」 Ｄ２出口 徒歩５分
東西線

●都営地下鉄 浅草線 「日本橋駅」 Ｄ２出口 徒歩５分
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●の表示は、目印となる建物や店舗を表しています。
□の表示は、地下鉄等の出口および出口番号を表しています。

本株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、
当社ウェブサイト（https://www.itbook-hd.co.jp/）にてご案内をいたします。


